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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
四
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

名　
　
　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

廃
止
年
月
日

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
若
竹
町
店

株
式
会
社　

ツ
ル
ハ　

代
表
取
締
役

大
仙
市
若
竹
町
三
十
三―

十
一

平
成
二
十
一
年
五
月
十
九
日

ホ
テ
ヤ
調
剤
薬
局

株
式
会
社　

布
袋
屋
薬
局　

代
表
取
締

役

大
館
市
幸
町
二―

二
十
七

平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日

た
い
よ
う
薬
局

有
限
会
社　

奥
羽
エ
ス
テ
ー
ト　

代
表

取
締
役

大
仙
市
大
曲
須
和
町
二
丁
目
二
番
四
十
九
号

平
成
二
十
一
年
五
月
三
十
一
日

ヤ
ナ
ギ
薬
局

三
浦　

六
右
衛
門

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
今
宿
六
十
九

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
告　
示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
二
九
五
・
福

　

祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
二
九
六
・
福
祉
政
策
課
）
…
１

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定
（
二
九
七
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
２

○
登
録
ふ
化
業
者
の
ま
っ
消
（
二
九
八
・
北
部
家
畜
保
健
衛
生
所
）
…
…
２

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
二
九
九
・
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
２

○
道
路
区
域
の
変
更
（
三
〇
〇
・
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
２

　
　
公　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
（
県
民
文
化
政

　

策
課
）
二
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
県
有
財
産
の
売
払
い
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
会
計
管
財

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林

　

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

　
　
公
安
委
員
会
規
則

○
秋
田
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
〇
・

　

交
通
企
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

　
　
公
安
委
員
会
告
示

○
指
定
講
習
機
関
の
指
定
（
六
五
～
六
七
・
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
）
…
…
４

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
五
十
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

名　
　
　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

ホ
テ
ヤ
調
剤
薬
局

株
式
会
社　

布
袋
屋
薬
局　

代
表
取
締
役

大
館
市
幸
町
三―

四
十
四

調
剤
薬
局

平
成
二
十
一
年
五
月
七
日

ノ
レ
ー
ブ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

山　

野　

浩　

樹

横
手
市
大
森
町
字
湯
の
島
二
百
四
十
三―

一

歯
科
、
小
児
歯
科
、
歯
科
口

腔
外
科

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日
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秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

　

養
鶏
振
興
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
ふ
化
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
施
行

規
則
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
を
ま
つ
消
し
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

ま
つ
消
し
た
登
録
ふ
化
業
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

施
行
者
の
名
称　

秋
田
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

秋
田
都
市
計
画
公
園
事
業　

五
・
五
・
一　

千
秋
公
園

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
八
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

㈠　

収
用
の
部
分

　
　
　

秋
田
市
千
秋
明
徳
町
二
百
三
番
一

　

㈡　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
三
百
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

名　
　
　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

ホ
テ
ヤ
調
剤
薬
局

株
式
会
社　

布
袋
屋
薬
局　

代
表
取
締
役

大
館
市
幸
町
三―

四
十
四

調
剤
薬
局

平
成
二
十
一
年
五
月
七
日

ノ
レ
ー
ブ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

山　

野　

浩　

樹

横
手
市
大
森
町
字
湯
の
島
二
百
四
十
三―

一

歯
科
、
小
児
歯
科
、
歯
科
口

腔
外
科

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

た
い
よ
う
薬
局

株
式
会
社　

奥
羽
エ
ス
テ
ー
ト　

代
表
取

締
役

大
仙
市
大
曲
須
和
町
二
丁
目
二
番
四
十
九
号

調
剤
薬
局

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日

み
ち
の
く
政
宗
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ

ク

正　

井　

佑　

典

大
仙
市
福
田
町
二
十
二―

二
十
三―

七　

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
大
曲
福

田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
内

歯
科
、
小
児
歯
科
、
矯
正
歯

科
、
歯
科
口
腔
外
科

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

横
手
調
剤
薬
局

有
限
会
社　

フ
ァ
ー
マ
シ
ス
テ
ム　

代
表

取
締
役

横
手
市
根
岸
町
七
番
三
十
七
号

調
剤
薬
局

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日

こ
う
め
調
剤
薬
局

清
薬
堂　

株
式
会
社　

代
表
取
締
役

に
か
ほ
市
象
潟
町
字
三
丁
目
塩
越
百
五
十

調
剤
薬
局

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日

ヤ
ナ
ギ
薬
局

三　

浦　

恒　

久

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
今
宿
六
十
九

調
剤
薬
局

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
五
十
五
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医

療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

登
録
番
号
名
称
、
住
所
並
び
に
代
表
者

の
氏
名
及
び
業
務
を
執
行
す

る
役
員
の
氏
名

ふ
化
場
の
名
称
及
び
所

在
地

平
十
九

第
二
号

有
限
会
社　

安
保
農
場

山
本
郡
三
種
町
志
戸
橋
字
割

道
四
四
五

　

代
表
取
締
役　

安　

保　

鶴　

美

有
限
会
社　

安
保
農
場

　

比
内
地
鶏
孵
化
場

能
代
市
向
田
表
六―

二

平
十
九

第
二
号

有
限
会
社　

安
保
農
場

山
本
郡
三
種
町
志
戸
橋
字
割

道
四
四
五

　

代
表
取
締
役　

安　

保　

鶴　

美

有
限
会
社　

安
保
農
場

　

比
内
地
鶏
孵
化
場

能
代
市
向
田
表
六―

二

氏　
　
　
　
　

名

施
術
所
の
名
称

施

術

所

の

所

在

地

業
務
の
種
類

指
定
年
月
日

石　

﨑　

将　

樹

岸
野
治
療
院

北
秋
田
市
材
木
町
五―

六

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
五
日
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二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
用
地
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
九
日
ま
で

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
定
款
変
更
の

認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
十
日

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

秋
田
県
北
Ｎ
Ｐ
Ｏ
支
援
セ
ン
タ
ー

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

虻　

川　

絹　

江

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

大
館
市
字
大
町
五
十
七
番
地

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
て
、
男
女
共
同
参
画
事
業
の
推
進
を

は
じ
め
と
す
る
市
民
活
動
の
促
進
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
公
益

の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六　

定
款
の
変
更
内
容

　
　

役
員
の
種
別
及
び
定
数

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
定
款
変
更
の

認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
十
六
日

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

あ
き
た
Ｉ
Ｔ
こ
ま
ち
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

菅　

原　

香　

織

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

秋
田
市

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
出
産
・
育
児
・
介
護
な
ど
に
よ
り
社
会
参
画
や
就
労
を

断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
秋
田
県
内
の
女
性
に
対
し
て
、
情
報
通
信
技
術
の

活
用
を
啓
発
し
て
社
会
参
画
の
支
援
を
す
る
と
共
に
、
女
性
の
新
し
い

ワ
ー
ク
ス
タ
イ
ル
の
創
出
を
試
み
、
人
材
育
成
及
び
雇
用
機
会
の
拡
充
を

支
援
す
る
事
業
を
行
い
、
情
報
化
社
会
の
発
展
と
暮
ら
し
や
す
い
地
域
社

会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六　

定
款
の
変
更
内
容

　
　

総
会
で
の
表
決
権
等

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

県
有
財
産
の
売
払
い
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の

で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

入
札
に
付
す
る
物
件
の
所
在
地
、
面
積
等

二　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
参
加
申
込
書
の
交
付
の
場
所
及
び

期
間

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

川
西
六
郷
線

仙
北
郡
美
郷
町
大
橋
三
四
番
地
一
地
先
か
ら
同
町
南
町
字
石
名
館
九
三
番
地
一
地
先
ま

で

五
・
五
○
～
六
・
四
〇

〇
・
〇
八
四

新

川
西
六
郷
線

仙
北
郡
美
郷
町
大
橋
三
四
番
地
五
地
先
か
ら
同
町
南
町
字
石
名
館
九
三
番
地
二
地
先
ま

で

七
・
六
○
～
八
・
〇
○

〇
・
〇
八
四

一　

道
路
の
区
域

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告

番
号

所
在
地

地
目
等

面
積
（
㎡
）

予
定
価
格
（
円
）

一

能
代
市
二
ツ

井
町
飛
根
字

前
田
六
七
番

六

宅　

地
二
九
四
・
九
六

一
、
四
二
一
、
〇

〇
〇

居　

宅
八
三
・
二
五

〇

二

能
代
市
二
ツ

井
町
飛
根
字

前
田
六
七
番

一
〇

宅　

地
五
七
・
一
二

三
二
〇
、
〇
〇
〇

三

能
代
市
松
美

町
一
六
六
番

宅　

地
二
四
二
・
八
八

五
、
〇
八
二
、
〇

〇
〇

四

大
館
市
小
館

花
字
萩
野
台

四
番
二
四

宅　

地
二
九
六
・
〇
六

三
、
〇
四
二
、
〇

〇
〇

五

横
手
市
雄
物

川
町
東
里
字

十
三
塚
三
三

七
番
三

宅　

地
七
二
一
・
六
五

二
、
四
〇
八
、
〇

〇
〇

二

能
代
市
二
ツ

井
町
飛
根
字

前
田
六
七
番

一
〇

宅　

地
五
七
・
一
二

三
二
〇
、
〇
〇
〇

三

能
代
市
松
美

町
一
六
六
番

宅　

地
二
四
二
・
八
八

五
、
〇
八
二
、
〇

〇
〇

四

大
館
市
小
館

花
字
萩
野
台

四
番
二
四

宅　

地
二
九
六
・
〇
六

三
、
〇
四
二
、
〇

〇
〇

五

横
手
市
雄
物

川
町
東
里
字

十
三
塚
三
三

七
番
三

宅　

地
七
二
一
・
六
五

二
、
四
〇
八
、
〇

〇
〇

番　

号

場　
　
　

所

期　
　
　

間

一
～
三

山
本
地
域
振
興
局
総
務
企

画
部
総
務
経
理
課　

総
務

班（
電
話
）
〇
一
八
五―

五

二―

六
二
〇
三

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

六
日
（
金
）
か
ら
同
年
七

月
十
七
日
（
金
）
ま
で

（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

休
日
を
除
く
。
）
の
午
前

九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務

企
画
部
総
務
経
理
課　

総

務
班

（
電
話
）
〇
一
八
六―

六

二―

一
二
五
一

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

六
日
（
金
）
か
ら
同
年
七

月
二
十
一
日
（
火
）
ま
で

（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

休
日
を
除
く
。
）
の
午
前

九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

で

五

平
鹿
地
域
振
興
局
総
務
企

画
部
総
務
経
理
課　

総
務

班（
電
話
）
〇
一
八
二―
三

二―

一
二
九
四

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

六
日
（
金
）
か
ら
同
年
七

月
二
十
三
日
（
木
）
ま
で

（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

休
日
を
除
く
。
）
の
午
前

九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

で
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三　

入
札
執
行
の
場
所
及
び
日
時

四　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
　

入
札
参
加
申
込
書
を
二
に
掲
げ
る
期
間
内
に
二
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出

し
た
者
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る

者
を
除
く
。
）

五　

入
札
参
加
申
込
み
に
必
要
な
書
類
等

　

㈠　

個
人
の
場
合

　
　
　

印
鑑
、
住
民
票
の
写
し
及
び
身
分
証
明
書
（
本
籍
地
の
市
町
村
長
が

発
行
す
る
も
の
）

　

㈡　

法
人
の
場
合

　
　
　

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

六　

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

　
　

入
札
保
証
金
は
、
入
札
金
額
の
百
分
の
五
以
上
と
し
、
現
金
又
は
銀
行

の
支
払
保
証
を
な
し
た
持
参
人
払
小
切
手
を
も
っ
て
入
札
時
に
納
入
す
る

も
の
と
す
る
。

七　

入
札
の
無
効

　
　

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十

六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　

な
お
、
郵
便
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
は
、
認
め
な
い
。

八　

予
定
価
格

　
　

秋
田
県
財
務
規
則
附
則
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
普
通
財
産
等
の
売
払

契
約
に
係
る
入
札
執
行
前
の
予
定
価
格
の
公
表
に
関
す
る
事
務
取
扱
要
領

に
よ
り
公
表
す
る
。

九　

そ
の
他

　
　

詳
細
に
関
し
て
は
、
秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財
課
（
電
話
○
一
八
─
八

六
○
─
二
七
三
六
）
に
照
会
の
こ
と
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
北
秋
田
市
鷹
巣
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の

退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

北
秋
田
市
今
泉
字
今
泉
九
十
一
番
地
一　
　
　
　
　
　
　
　
　

簾
内
孝
太
郎

番　

号

場　
　
　

所

期　
　
　

間

一～三

山
本
地
域
振
興
局
総
務
企

画
部
総
務
経
理
課　

総
務

班（
電
話
）
〇
一
八
五―

五

二―

六
二
〇
三

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

六
日
（
金
）
か
ら
同
年
七

月
十
七
日
（
金
）
ま
で

（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

休
日
を
除
く
。
）
の
午
前

九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務

企
画
部
総
務
経
理
課　

総

務
班

（
電
話
）
〇
一
八
六―

六

二―

一
二
五
一

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

六
日
（
金
）
か
ら
同
年
七

月
二
十
一
日
（
火
）
ま
で

（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

休
日
を
除
く
。
）
の
午
前

九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

で

五

平
鹿
地
域
振
興
局
総
務
企

画
部
総
務
経
理
課　

総
務

班（
電
話
）
〇
一
八
二―

三

二―

一
二
九
四

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

六
日
（
金
）
か
ら
同
年
七

月
二
十
三
日
（
木
）
ま
で

（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

休
日
を
除
く
。
）
の
午
前

九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

で

番　

号

場　
　
　

所

日　
　
　

時

一

山
本
地
域
振
興
局
庁
舎
第

一
会
議
室

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十

一
日
（
火
）
午
前
十
時
三

十
分

二

山
本
地
域
振
興
局
庁
舎
第

一
会
議
室

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十

一
日
（
火
）
午
前
十
一
時

三

山
本
地
域
振
興
局
庁
舎
第

一
会
議
室

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十

一
日
（
火
）
午
前
十
一
時

三
十
分

四

北
秋
田
地
域
振
興
局
庁
舎

第
一
会
議
室

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十

二
日
（
水
）
午
後
一
時

五

平
鹿
地
域
振
興
局
庁
舎
第

一
会
議
室

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十

四
日
（
金
）
午
後
一
時

秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
10号

　
秋

田
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

次
の

よ
う

に
定

め
る

。
　

　
平

成
21年

６
月

26日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

秋
田

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

柴
　

田
　

寛
　

彦
　

　
　

秋
田

県
道

路
交

通
法

施
行

細
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

　
秋

田
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
(昭

和
39年

秋
田

県
公

安
委

員
会

規
則

第
７

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
第

９
条

第
１

号
ア

中
エ

を
オ

と
し

、
ウ

を
エ

と
し

、
同

号
ア

イ
中

「
４

歳
未

満
の

者
」

の
次

に
「

１
人

」
を

、
「

場
合

」
の

次
に

「
（

イ
に

該
当

す
る

　
　
　
　
　
公
安
委
員
会
規
則

場
合

を
除

く
。

）
」

を
加

え
、

同
号

ア
イ

を
同

号
ア

ウ
と

し
、

同
号

ア
ア

の
次

に
次

の
よ

う
に

加
え

る
。

　
　

イ
　

16歳
以

上
の

運
転

者
が

、
幼

児
２

人
を

幼
児

２
人

同
乗

用
自

転
車

（
運

転
者

の
た

め
の

乗
車

装
置

及
び

二
の

幼
児

用
座

席
を

設
け

る
た

め
に

必
要

な
特

別
の

構
造

又
は

装
置

を
有

す
る

自
転

車
を

い
う

。
）

の
幼

児
用

座
席

に
乗

車
さ

せ
て

い
る

場
合

　
　
　
附
　
則

　
こ

の
規

則
は

、
平

成
21年

７
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
65号

　
道

路
交

通
法

（
昭

和
35年

法
律

第
105号

）
第

108条
の

４
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
者

を
指

定
し

た
の

で
、

指
定

講
習

機
関

に
関

す
る

規
則

（
平

成
２

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
1号

）
第

３
条

の
規

定
に

基
づ

き
告

示
す

る
。

　
　

平
成

21年
６

月
26日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
秋

田
県

公
安

委
員

会
委

員
長

　
柴

　
田

　
寛

　
彦

１
　

名
称

、
住

所
及

び
代

表
者

の
氏

名
　

⑴
　

名
称

　
　

　
黒

井
産

業
株

式
会

社
　

⑵
　

住
所

　
　

　
山

形
県

山
形

市
宮

町
二

丁
目

11番
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